
 

高島平二・三丁目周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に

関する条例を公布する。 

  令和８年３月１２日 

東京都板橋区長  坂  本    健 

 

 東京都板橋区条例第２０号 

   高島平二・三丁目周辺地区地区計画の区域内における建築

物の制限に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「

法」という。）第６８条の２第１項の規定に基づき、高島平二・三丁

目周辺地区における建築物の敷地、構造及び用途に関する制限を定め

ることにより、適切かつ合理的な土地利用を図り、もって適正な都市

機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。 

（適用区域） 

第２条 この条例は、東京都市計画高島平二・三丁目周辺地区地区計画

（令和７年板橋区告示第３２２号。以下「地区計画」という。）の区

域内に適用する。 

（用途の制限） 

第３条 地区計画の計画図１－１に表示する地区（以下「計画地区」と

いう。）の区域内においては、次の各号に掲げる用途に供する建築物

を建築してはならない。 

⑴ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年

法律第１２２号。以下「風営法」という。）第２条第６項各号に定

める店舗型性風俗特殊営業の用途に供するもの 

⑵ 風営法第２条第９項に定める店舗型電話異性紹介営業の用途に供

するもの 

⑶ 風営法第２条第１１項に定める特定遊興飲食店営業の用途に供す

るもの 



 

⑷ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車

券売場、勝舟投票券発売所その他これらに類するもの 

⑸ 東京都市計画道路幹線街路補助線街路第２０３号線（けやき通り） 

に面する建築物の地上１階部分が、住宅、共同住宅、寄宿舎又は下

宿若しくは倉庫業を営む倉庫（以下「住宅等」という。）の用途に

供するもの。ただし、住宅等の出入口、エントランスホールその他

これらに類するもの又は敷地の形態上若しくは用途上やむを得ない

と区長があらかじめ認定したものはこの限りでない。 

（建蔽率の最高限度） 

第４条 建築物の建築面積（同一敷地内に２以上の建築物がある場合に

おいては、その建築面積の合計）の敷地面積に対する割合（以下「建

蔽率」という。）は、各計画地区においては、１０分の５以下でなけ

ればならない。 

２ 前項の規定の適用については、法第５３条第３項各号のいずれかに

該当する建築物にあっては前項に定める数値に１０分の１を加えたも

のをもって同項に定める数値とし、法第５３条第３項第１号及び第２

号に該当する場合又は同条第６項第１号に該当する建築物にあっては

前項に定める数値に１０分の２を加えたものをもって同項に定める数

値とする。 

（敷地面積の最低限度） 

第５条 建築物の敷地面積は、計画地区のうち再整備地区１においては、

２，０００平方メートル以上でなければならない。ただし、公衆便所、

巡査派出所、バス停留所の上屋、公共用歩廊、公衆電話所、防災倉庫

その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地には、適用しない。 

２ 前項本文の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用

されている土地で同項本文の規定に適合しないもの又は現に存する所

有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項

本文の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷

地として使用する場合においては、同項本文の規定は、適用しない。



 

ただし、前項本文の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権

その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項本文

の規定に適合するに至った土地については、この限りでない。 

３ 次の各号のいずれかに該当する土地のうち、建築基準法施行令（昭

和２５年政令第３３８号）第１３６条の２の５第１１項第１号に掲げ

る土地以外のもので、第１項本文の規定に適合しなくなるもの又は前

項本文の規定の適用がなくなるものについては、当該土地を同項本文

に規定する土地とみなす。 

⑴ 公共施設（都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条第１

４項に規定する公共施設をいう。以下同じ。）の整備又は法第８６

条の９第１項各号に掲げる事業の施行により、建築物の敷地面積が

減少した土地の全部を一の敷地として使用する場合の土地 

⑵ 公共施設の整備又は法第８６条の９第１項各号に掲げる事業の施

行により代替地として譲り受けた土地 

４ 第２項本文の規定に該当する場合で、所有権その他の権利に基づい

て当該土地の面積を増加させて新たに一の敷地として使用するときに、

第１項本文の規定に適合しないときは、第２項本文に規定する土地と

みなす。 

（壁面の位置の制限） 

第６条 建築物の外壁又はこれに代わる柱（以下「外壁等」という。） 

の面の位置の制限は、別表左欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それ

ぞれ同表右欄に定めるとおりとする。 

２ 前項の規定に満たない距離にある建築物又は建築物の各部分が次の

各号のいずれかに該当する場合は、同項の規定は、適用しない。 

⑴ 地区計画の決定の告示日において現に存する建築物又は現に建築、

修繕若しくは模様替の工事中の建築物のうち前項の規定に適合しな

い部分 

⑵ 公共用歩廊、落下物防止のための庇等 

⑶ 共同住宅又は地下駐車場の出入口、駐輪場その他の広場空間の効



 

用を高める小規模な建築物 

⑷ バス停留所の上屋その他道路の上空に設けられる建築物であって、

道路の交通に支障がないもの 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、区長が公益上又は安全上支障がない

とあらかじめ認定したもの 

（高さの最高限度） 

第７条 建築物の高さは、計画地区の再整備地区１においては、１１０

メートル以下でなければならない。 

２ 前項の規定による建築物の高さには、階段室、昇降機塔その他これ

らに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の

建築面積の８分の１以内の場合においては、その部分の高さは、１２

メートルまでは当該建築物の高さに算入しない。 

（建築物の敷地が地区計画の区域の内外にわたる場合等の措置） 

第８条 建築物の敷地が第３条又は第５条第１項の規定による制限を受

ける地区計画の区域の内外又は計画地区の２以上にわたる場合におい

ては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する地

区計画の区域又は計画地区内の建築物に関する規定を適用する。 

２ 建築物の敷地が第４条の規定による制限を受ける地区計画の区域の

内外又は計画地区の２以上にわたる場合においては、同条に規定する

最高限度を、法第５３条第１項の規定による建築物の建蔽率の最高限

度とみなして、同条第２項の規定を適用する。 

３ 建築物の敷地が第６条第１項又は前条第１項の規定による制限を受

ける地区計画の区域の内外又は計画地区の２以上にわたる場合におい

ては、地区計画の区域又は各計画地区内に存する当該建築物の部分に

ついてそれぞれ当該規定を適用する。 

（一定の複数建築物に対する制限の特例） 

第９条 法第８６条第１項の規定に基づき認定を受けた一団地内に２以

上の構えを成す建築物又は同条第２項の規定に基づき認定を受けた一

定の一団の土地の区域内に現に存する建築物の位置及び構造を前提と



 

して建築された建築物については、第４条及び第５条第１項の規定を

適用する場合においては、これらの建築物は、同一敷地内にあるもの

とみなす。 

２ 前項の規定は、法第８６条の２第１項の規定に基づき認定を受けた

建築物について準用する。 

（既存建築物に対する制限の緩和） 

第１０条 法第３条第２項の規定により第３条及び第６条第１項の規定

の適用を受けない建築物について、増築、改築、大規模の修繕又は大

規模の模様替をする場合においては、当該建築物の既存部分のうちこ

れらの規定に適合しない部分に対しては、法第３条第３項第３号及び

第４号の規定にかかわらず、第３条及び第６条第１項の規定は、適用

しない。 

（用途の変更に対するこの条例の準用） 

第１１条 法第３条第２項の規定により第３条、第６条第１項及び第７

条第１項の規定の適用を受けない建築物の用途を変更する場合におい

ては、法第８７条第３項の規定にかかわらず、第３条、第６条第１項

及び第７条第１項の規定を準用しない。 

（公益上必要な建築物等の特例） 

第１２条 区長がこの条例の各規定の適用に関して、公益上必要な建築

物で用途上若しくは構造上やむを得ないと認め、又は地区計画の区域

及びその周辺の地域における土地利用の状況等からみて当該地区計画

の区域における良好な市街地の環境の形成若しくは維持を図る上で支

障がないと認めて許可した建築物又は建築物の敷地については、その

許可の範囲内において、当該規定は、適用しない。 

２ 前項の規定による許可を受けようとする者は、区長に対し、許可の

申請をしなければならない。 

３ 区長は、第１項の規定による許可をする場合においては、あらかじ

め、法第７８条の規定に基づく東京都板橋区建築審査会の同意を得な

ければならない。 



 

４ 区長は、第３条の規定による制限に係る許可をする場合においては、

その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による聴聞を行わ

なければならない。 

５ 区長は、前項の規定により聴聞を行う場合においては、その許可し

ようとする建築物の建築の計画並びに聴聞の期日及び場所を期日の３

日前までに公告しなければならない。 

（許可申請手数料） 

第１３条 前条第１項の規定による許可を受けようとする者は、許可申

請の際、手数料を納めなければならない。 

２ 前項に規定する手数料の額は、第３条、第４条、第５条第１項、第

６条第１項及び第７条第１項の規定に係る許可ごとに、１６万円とす

る。 

３ 区長は、国又は地方公共団体から申請があったとき、その他区長に

おいて特別の理由があると認めるときは、前項の手数料を減額し、又

は免除することができる。 

（委任） 

第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は、板橋区規則で定める。 

（罰則） 

第１５条 次の各号のいずれかに該当する者は、１０万円以下の罰金に

処する。 

⑴ 第３条又は第５条第１項の規定に違反した場合における当該建築

物の建築主（建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したこ

とにより、第５条第１項の規定に違反することとなった場合におい

ては、当該敷地の所有者、管理者又は占有者） 

⑵ 第４条、第６条第１項又は第７条第１項の規定に違反した場合に

おける当該建築物の設計者（設計図書を用いないで工事を施工し、

又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建

築物の工事施工者）  

⑶ 法第８７条第２項において準用する第３条の規定に違反した場合



 

における当該建築物の所有者、管理者又は占有者 

２ 前項第２号に規定する違反があった場合において、その違反が建築

主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰す

るほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。 

３ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者

がその法人又は人の業務に関して、前２項の違反行為をした場合にお

いては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第１項の

罰金刑を科する。 

付 則 

この条例は、令和８年５月３１日から施行する。 

別表（第６条関係） 

       計画地区の区分     壁面の位置の制限 

再整備地区１ 地区計画の計画図３に示す２号

壁面又は３号壁面が定められてい

る敷地においては、外壁等の面か

ら道路境界線又は隣地境界線まで

の距離は４メートル以上とする。

ただし、２号壁面においては、地

盤面から高さ３０メートルを超え

る部分の外壁等の面から道路境界

線までの距離は８メートル以上と

する。 

再整備地区２及びプロムナード

地区 

地区計画の計画図３に示す１号

壁面が定められている敷地におい

ては、外壁等の面から道路境界線

又は地区計画の計画図２に示す区

画道路１号の境界線までの距離は

２メートル以上とする。 

 


